
 

 

 

 

  

 

～戸籍法改正に伴う詐欺に注意！～ 

 令和７年５月２６日に改正戸籍法が施行され、今後、本籍地の自治体から住

民の皆さんに対して、戸籍に記載される氏名のフリガナが通知されます。 

 具体的には、これまでは戸籍にフリガナが振られていなかったことから、法律

が改正され、自治体が把握しているフリガナが間違っていないかを確認するた

め、ハガキや封書などが送られてくるもので、全国の自治体で行われます。（フ

リガナに間違いがある場合は、自治体に届出をして下さい。） 

 この手続きにおいて、自治体や法務省などを騙る詐欺グループから、新たな

詐欺の発生が予想されます。 

 フリガナの届出に当たって、自治体や法務省などが金銭を支払うように要求

することはありません（手数料もかかりません。） 

 また、電話で言葉巧みに世帯の個人情報を聞き出され、 

詐欺に利用される可能性も考えられます。 

 この手続きに関して、原則として朝倉市役所では住民の皆 

さんに個別に連絡することはないため、自治体や法務省など 

を騙る「戸籍に関する不審な電話」には注意しましょう。 

 

 

 

 

朝倉警察署  比良松駐在所 

 

令和７年４月中 比良松駐在所管内 事件・事故発生状況 
事件  ０件 

事故  ８件（内訳 怪我のない事故７件、怪我のある事故１件） 
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福岡県朝倉市甘木２２５－１ 

 

 

重要 

【出水期の備え】 

 令和７年５月１６日に九州南部では梅雨入りしたと気象庁から発 

表がありました。例年より２週間ほど早い梅雨入りだそうです。九 

州北部は、例年６月上旬に梅雨入りしますが、今年は少し早いかも 

しれません。皆さん大雨への備えは万全でしょうか。近年は全国的 

に豪雨災害が発生しており、早期の避難が重要です。近所の人と声 

を掛け合って、冠水などによって移動が困難になる前に指定された 

避難所への避難をお願いします。 
 


